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 招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場
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及 び 宣 告
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１ 濱 田 正 志 ○
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事務局長 

　　　　　　　　請　川　義　浩

主任主査 

　　　　　　　竹　島　美 登 里

 法第１２１条の規定 

により出席した者の 

職氏名　　　　　

町　　　　　長 本　田　　　学 教　　育　　長 有　田　勝　彦

 監 査 委 員 村 本 和 弘 農業委員会会長 佐 藤 直 人

 

 町長の委任を受けて 

出席した者の職氏名 

 

 

 

副 町 長 今　村　保　広 会 計 管 理 者 庄 野 勝 政

 総 務 課 長 丹 崎 秀 幸 町 民 課 長 遠 藤 克 博

 産業 振 興 課 長 菅 原 靖 志 建 設 課 長 清 水 光 明

 保健福祉センター次長 空 井 猛 壽 国保関寛斎診療所事務長 ( 空 井 猛 壽 )

 総 務 課 参 事 瀧 澤 　 徹 総 務 課 主 幹 清 水 　 遊

 

 教育長の委任を受けて 

出席した者の職氏名

教 委 次 長 副 島 俊 樹

 

 農業委員会会長の委任を

受けて出席した者の職氏名

農委 事 務 局 長 本 間 　 希

 

 選挙管理委員会委員長の
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◎議事日程 

 

◎会議に付した事件 

　議事日程のとおり 

 日程 議　案　番　号 件　　　　　　　　　　名

 １ 会議録署名議員の指名

 ２ 議 案 第 ２ ８ 号 令和６年度陸別町一般会計予算

 ３ 議 案 第 ２ ９ 号 令和６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算

 
４ 議 案 第 ３ ０ 号

令和６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計 

予算

 ５ 議 案 第 ３ １ 号 令和６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算

 ６ 議 案 第 ３ ２ 号 令和６年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算

 ７ 議 案 第 ３ ３ 号 令和６年度陸別町簡易水道事業会計予算

 ８ 議 案 第 ３ ４ 号 令和６年度陸別町公共下水道事業会計予算
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開議　午前１０時００分 

○議長（久保広幸君）　庄野会計管理者より、途中退席する旨、報告がありました。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　これより、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。 

　会議録署名議員は、５番中村議員、６番谷議員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２　議案第２８号令和６年度陸別町一般会計予算 

◎日程第３　議案第２９号令和６年度陸別町国民健康保険事業勘定 

特別会計予算 

◎日程第４　議案第３０号令和６年度陸別町国民健康保険直営診療 

施設勘定特別会計予算 

◎日程第５　議案第３１号令和６年度陸別町介護保険事業勘定特別 

会計予算 

◎日程第６　議案第３２号令和６年度陸別町後期高齢者医療特別会 

計予算 

◎日程第７　議案第３３号令和６年度陸別町簡易水道事業会計予算 

◎日程第８　議案第３４号令和６年度陸別町公共下水道事業会計予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　日程第２　議案第２８号令和６年度陸別町一般会計予算から日

程 

第８　議案第３４号令和６年度陸別町公共下水道事業会計予算まで、７件を一括議題と

します。 

　提案理由の説明を求めます。 

　本田町長。 

　町長（本田　学君）〔登壇〕　議案第２８号令和６年度陸別町一般会計予算ですが、

歳入歳出予算の総額を５０億２,８９９万４,０００円と定めるものであります。 

　続きまして、議案第２９号令和６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算です

が、歳入歳出予算の総額を３億３,２７３万６,０００円と定めるものであります。 

　続きまして、議案第３０号令和６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

予算ですが、歳入歳出予算の総額を４億３２５万５,０００円と定めるものであります。 



― 4 ― 

　続きまして、議案第３１号令和６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算ですが、

歳入歳出予算の総額を３億１,７７２万７,０００円と定めるものであります。 

　続きまして、議案第３２号令和６年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算ですが、歳

入歳出予算の総額を５,５２４万６,０００円と定めるものであります。 

　続きまして、議案第３３号令和６年度陸別町簡易水道事業会計予算ですが、支出額の

総額を３億１,３７０万７,０００円と定めるものであります。 

　続きまして、議案第３４号令和６年度陸別町公共下水道事業会計予算ですが、支出額

の総額を２億２,０４０万１,０００円と定めるものであります。 

　以上、議案第２８号から議案第３４号まで、７件を一括提案させていただきます。 

　内容につきましては、副町長に説明させたいと思いますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

　議長（久保広幸君）　今村副町長 

　副町長（今村保広君）　それでは、私のほうから、令和６年度の当初予算について説

明いたしたいと思います。 

　議案第２８号から議案第３４号まで、一括しての説明になります。 

　長時間の説明となると思いますが、よろしくお願いいたします。 

　まず、説明にあたりまして、全会計共通の留意事項について申し上げます。 

　令和５年度を昨年度、令和６年度を今年度と呼ばせていただきます。大型事業、新規

事業、主要事業を中心に説明させていただきます。 

　次に、人件費の関係でございますが、特別職、一般職、会計年度任用職員の人件費の

資料としまして、各会計の歳出の事項別明細書の次に前年度当初予算と比較した給与費

明細書をつけてございます。また、議案説明書の資料ナンバーには、資料ナンバーの一

番最後でございますが、科目別職員数調べをつけておりますので、各科目ごとの説明は

省略させていただきます。 

　各資料の詳しい説明については、後ほど御覧いただきたいと思います。 

　これらを踏まえまして、科目の節において、金額は違いますが、例年と同じ内容で計

上しているものについては、例年同様の計上と説明させていただき、新規事業、大型事

業、主要事業を中心に説明させていただきたいと思いますので、あらかじめ御承知いた

だきたいと思います。 

　それでは、はじめに、本年度予算の総括について説明いたしますので、議案説明書資

料ナンバー１６、令和６年度陸別町予算総括表を御覧ください。 

　新年度予算と前年度の当初予算額及び前年度の６月補正後予算との比較でございま

す。 

　昨年度の６月補正後予算と比較しますと、一般会計は２億５,９３８万１,０００円の

減で、特別会計、事業会計も合わせた全会計では３,１７３万３,０００円の増額となり

ました。 
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　資料はございませんが、一般会計の経常経費は２５億４９７万３,０００円で、昨年度

６月補正後の予算より３,３２５万５,０００円の減額となっております。 

　また、臨時経費、投資的経費は２５億２,４０２万１,０００円で、昨年度６月比較よ

り２億２,６１２万６,０００円の減となっております。 

　一般会計の前年度６月補正後予算との比較では、地方交付税が４,２９６万２,０００

円の減、基金繰入金が１億５２３万５,０００円の減、地方債は３,６６５万円の減と

なっておりますが、収支のバランスをとっております。 

　当初予算に関わる全体的な資料としましては、資料ナンバー１７に地方交付税の状

況、資料ナンバー１８に過疎対策事業の過疎地域持続的発展特別事業、いわゆる過疎ソ

フト事業の一覧表をつけております。 

　資料ナンバー戻りまして、資料ナンバー１番に令和４年度末現在額から令和６年度の

予算計上額まで、現在額まで記載した基金別積立金の状況がございますので、後ほど御

覧いただきたいと思います。 

　それでは、議案書１ページをお開きください。 

　議案第２８号令和６年度陸別町の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

　歳入歳出予算。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

　債務負担行為。 

　第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができる事項、期

間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

　地方債。 

　第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

　一時借入金。 

　第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は１０億円と定める。 

　歳出予算の流用。 

　第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

　第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

　それでは、歳出から説明しますので、予算書４２ページをお開きください。 

　先ほど、説明しましたが、特別職、一般職の人件費関係につきましては、１７１ペー

ジから１７８ページに給与費明細書がつけてございますので、後ほど御覧いただきたい

と思います。 
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　それでは、款ごとに説明してまいります。 

　１款１項１目議会費５,０６９万６,０００円の予算計上でありまして、前年度比４４

８万５,０００円の減であります。減額の主な要因は、議員報酬及び職員手当等の減でご

ざいます。その他は例年同様の計上でございます。 

　続きまして、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費２億７,５８６万円は、前年比

４,０８０万４,０００円の増でございます。増額の主な要因は、給与、手当、共済費な

どで約７５０万円の増、電算システムの負担金で約２,８５０万円の増でございます。１

節報酬につきましては、出納窓口の事務補助員の分でございます。２節給料から１３節

使用料及び賃借料までは、例年同様の計上でございます。 

　４８ページ、１７節備品購入費４３９万６,０００円は、カラー印刷複合機１台の更新

です。１８節負担金補助及び交付金では、北海道自治体情報システム協議会への負担金

が６,９１９万８,０００円でございまして、資料ナンバー１９にその内訳をつけており

ます。 

　前年より、システムの標準化、共通化に要する経費が大きく増えておりますが、この

部分は全額国庫負担となっております。 

　続きまして、２目文書広報費は１,２００万８,０００円の予算計上で、前年比１４４

万９,０００円の増でございます。増額の主な要因は、１０節の修繕料で、防災行政無線

の屋外子局用のバッテリー交換、中継局用蓄電池交換などとなります。その他は例年同

様の計上となります。 

　３目財産管理費６９万９,０００円の予算計上であり、予算書８０部の印刷費でござい

ます。 

　４目会計管理費２４８万９,０００円の計上であり、３０万２,０００円の増。１０節

需用費は決算書８０部の印刷、あと、出納関係帳票の印刷。１１節役務費は金融機関に

係る口座振替窓口収納の費用となっております。 

　続きまして、５目財産管理費２億５,２３２万３,０００円の予算計上で、前年より５,

６２２万３,０００円の減でございます。 

　この目は主に財産管理費ということで、庁舎、福祉館、交流館、貸付施設、公用車、

りくべつ鉄道などの維持費、このような公共施設の除雪費用、また、基金管理、あと、

町民課関係では地籍図、テレビ中継所、光ケーブル、通信管理、教育委員会関係ではタ

ウンホールの維持管理、そのような費用が含まれております。１０節から１１節は例年

同様の計上です。１２節施設周辺整備、りくべつ鉄道の枕木交換３００本。これは腐食

し、危険な箇所がございますので、３年計画の２年目でございます。７７２万２,０００

円の計上です。資料ナンバー２０を後ほど御覧いただきたいと思います。 

　５３ページ、アスベスト含有調査２９万７,０００円。これは今後、更新が予定されて

いる庁舎のエレベーターのアスベスト含有調査費用となります。電気設備等取替１２１

万円については、庁舎避難誘導灯のＬＥＤ化となります。５４ページ、１４節工事請負
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費、庁舎改修７,８３１万７,０００円はエアコン設置、ユニバーサルトイレ改修。貸付

事務所改修は森林組合事務所の屋根等の改修となります。資料ナンバー２１及び資料ナ

ンバー２２を後ほど御覧いただきたいと思います。 

　１７節備品購入費、こちら庁舎用の椅子、福祉館用掃除機、産業振興住宅のＩＨコン

ロ、車両整備用工具などでございます。５５ページ、２２節償還金利子及び割引料１０

０万２,０００円は備荒資金組合の譲渡事業の利用によるもので、令和４年度の購入車両

分と、今回、令和６年度の公用車の１台更新分がございます。新規の更新分の車両につ

きましては、資料ナンバー２３に資料をつけてございますので、御覧いただきたいと思

います。 

　２４節積立金７,４６３万６,０００円の計上であり、各基金の利息積立て。減債基金

には十勝圏複合事務組合基金からの精算金８１９万３,０００円があり、いきいき産業振

興基金には優良家畜導入貸付金の約定償還金２,４４７万９,０００円がございます。ま

た、森林環境譲与税基金には交付見込額４,１０７万２,０００円が含まれております。

資料ナンバー１を後ほど御覧いただきたいと思います。 

　続いて、６目町有林野管理費４,１３２万５,０００円の計上で、前年より７９７万６,

０００円の増でございます。１節報酬及び３節については、今後、皆伐調査を実施する

ための作業員報酬等を増額計上しております。資料ナンバー２４の１及び２４の２に町

有林の管理事業の関係資料を載せてございます。 

　７目企画費６,２８７万５,０００円の計上で、前年より１,６１１万８,０００円の増

であり、主な増額要因は、前年度骨格予算のため、１８節の移住定住促進住宅建設事

業、まちづくり事業、景観形成事業、このようなものが当初予算で計上されていなかっ

たことによるものでございます。１１節役務費、広告料１８万６,０００円、決済システ

ム利用８２万３,０００円。いずれもふるさと納税に係る費用でございます。６０ペー

ジ、デジタル田園都市国家構想交付金事業負担金１００万円。これ、継続事業であり、

ＵＩＪターンの新規就労支援事業で、４分の３が補助金となっております。通学定期差

額補助事業４７８万７,０００円は、１９人の対象者を見込んでおります。６１ページ、

地域内交通対策事業、ハイヤー助成でございますが、前年とほぼ同等の利用を見込んで

おります。資料ナンバー２５を後ほど御覧いただきたいと思います。 

　交付金のほうでございますが、地域間バス利用促進事業は１,４５９件を見込んでおり

ます。 

　８目公平委員会費２万３,０００円。例年同様の計上でございます。 

　９目交通安全対策費１１２万１,０００円。例年同様の計上でございます。 

　１０目諸費３５０万３,０００円。例年同様の計上でございます。 

　６３ページ、１１目交流センター管理費４,４６３万８,０００円の計上で、前年比６

０３万円の増です。１０節から１３節にはほぼ例年同様の計上でございますが、運営状

況については、資料ナンバー２６を御覧いただきたいと思います。 
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　１４節工事請負費３５９万７,０００円。こちら、道の駅のトイレ、ロビー、周辺な

ど、常時点灯している箇所を中心にＬＥＤ改修するものでございます。資料ナンバー２

７の１、２７の２を後ほど御覧ください。 

　１７節備品購入費２０４万６,０００円。オーロラハウス用厨房冷蔵庫、食堂製氷機の

更新でございます。資料ナンバー２８を御覧いただきたいと思います。 

　１２目銀河の森管理費２億１２０万３,０００円の計上で、前年比１億２,３５２万６,

０００円の増。１節から６７ページの１３節、使用料及び賃借料までは、例年同様の計

上でございます。１４節工事請負費１億２,１２３万１,０００円。こちら、資料ナン

バー３０でございますが、老朽化により壁のブロックの崩落が何回か発生しており、雨

漏りも生じているので、壁面屋上の一体的な改修を実施し、施設の延命を図るものでご

ざいます。１７節備品購入費は星空案内事務用パソコンなどの更新でございます。 

　資料ナンバー２９に委託料の内訳を記載しておりますので、後ほど御覧いただきたい

と思います。 

　１３目地域活性化推進費１,３４０万９,０００円の計上で、前年比４９８万１,０００

円の増。これは在任中の商工観光推進員１名のほか、新たに事業承継推進員１名に係る

費用を計上しております。７０ページ、１８節起業支援補助金１００万円は、地域おこ

し協力隊員の定住を促進するためで、補助率１０分の１０で、１００万円を上限に、こ

ちら、特別交付税措置がございます。６９ページ、１２節ミネラルウォーター製造は、

資料ナンバー３１に各年度の製造配付状況を記載しております。後ほど御覧いただきた

いと思います。 

　続いて、７０ページ、２項徴税費１目税務総務費１,９７１万２,０００円の計上。こ

ちら、例年同様の計上でございます。 

　７２ページ、２目賦課徴収費３８９万円。前年比２２万２,０００円の増。例年同様の

計上でございます。１８節の十勝圏複合事務組合１７万円の負担金は、滞納整理機構分

担金でございまして、令和６年度引継ぎはございません。 

　３項１目戸籍住民基本台帳費２１７１万円。前年比９６３万５,０００円の減。２節か

ら、７４ページ１２節まで、例年同様の計上でございます。 

　主な増減額につきましては、１８節の北海道自治体システム協議会負担金分となりま

す。 

　７５ページ、４項選挙費１目選挙管理委員会費７６５万７,０００円。例年同様でござ

います。 

　続きまして、７７ページ、５項統計調査費１目指定統計調査費４７万７,０００円。令

和６年度は２０２５年の農林業センサスがあり、必要経費を計上しております。 

　６項１目監査委員会費２３６万９,０００円。こちらは例年同様の計上でございます。 

　７８ページ、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費３億８,１９６万１,００

０円。こちらは前年比２,６３９万６,０００円の減で、８１ページ１２節委託料、ひき
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こもり支援推進事業２３０万９,０００円。こちらは資料ナンバー３２でございますが、

令和６年度より新規に居場所づくり事業を実施したものでございます。１４節防犯灯新

設、撤去工事、こちら、資料ナンバー３３でございます。今年度２１灯改修します。１

８節北海道障がい者スポーツ大会負担金。こちら、１１年ぶりの十勝開催となるもので

ございます。社会福祉協議会補助金２,４６５万６,０００円。こちらは資料ナンバー３

４に補助金算定内訳書をつけてございます。 

　１９節扶助費１億８,６４６万円。こちらはそれぞれ見込額を計上させていただいてお

ります。冬季生活支援事業２００万円は、１世帯１万円で２００世帯分を計上しており

ます。なお、道補助金が５０万円ございます。２７節繰出金、国保会計分２,３６４万

５,０００円で、前年比５６９万５,０００円の減。介護保険分は４,７８８万２,０００

円で、１８６万７,０００円の前年比の減です。 

　次に、２目老人福祉費１億４,９６９万円。前年比２億６,６１３万円の減。８４ペー

ジ、敬老祝金につきましては喜寿が３０人、米寿が２９人、長寿が２人でございます。

１２節委託料、施設等管理運営業務２,１４２万７,０００円は福寿荘の管理分で、こち

ら、資料ナンバー３５に明細をつけてございます。 

　ケア付き一時住まい事業１,４３１万８,０００円は、こちら、同じように資料ナン

バー３６を御覧いただきたいと思います。 

　施設設備改修１９万２,０００円は、旭町の老人健康センターの玄関前の階段補修でご

ざいます。 

　８６ページ、１４節工事請負費１５８万４,０００円。こちら、高齢者交流センターの

エアコン設置でございます。１７節備品購入費、ふれあいの郷、消火器購入。１８節の

介護サービス利用者負担軽減事業２５７万８,０００円は、こちら、特別養護老人ホーム

などの入所者の負担軽減であり、道の補助が７５％でございます。１９節扶助費、老人

福祉施設入所措置費４６０万円は２名分でございます。 

　３目後期高齢者医療費、１８節後期高齢者医療広域連合負担金３,２１２万４,０００

円。２７節後期高齢者医療特別会計繰出金は１,６７７万９,０００円でございます。 

　８７ページ、２項児童福祉費１目児童福祉総務費１,５５８万８,０００円は、前年比

２５３万４,０００円の増でございます。１２節の委託料、計画策定等５７２万円。こち

らは第３期の子ども・子育て支援事業計画策定に伴う基礎調査の委託です。１９節扶助

費、子育てステップアップ応援給付金事業でございまして、２９人分となります。 

　８９ページ、２目児童福祉施設費９,６２４万円。前年比１,２０７万１,０００円の増

でございます。９１ページ、１２節委託料、施設周辺整備４２万９,０００円は、こち

ら、施設の周辺のバスタッチ付近の街路灯修繕でございます。９２ページ、１４節工事

請負費１,６５７万７,０００円は、今まで一部のみ設置されていた老朽化したフェンス

を撤去し、新たに庭園全部をフェンスで囲うものでございます。資料ナンバー３８に工

事概要がございます。後ほど御覧いただきたいと思います。 
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　１７節備品購入費、発達検査に係る機材１７万円でございます。 

　３目児童措置費２,２７４万１,０００円は児童手当の経費であり、２２１名分の計上

でございます。 

　４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費５,４６０万６,０００円。９５ペー

ジ、１８節二次救急医療対策事業１１万７,０００円。こちら、新規事業でございまし

て、令和５年度に十勝全町村の同意をしたものでございまして、帯広市内の指定された

二次医療機関の利用状況により、経費が発生するものでございます。その他は例年同様

の計上でございます。 

　２目保健衛生施設費３,２４１万９,０００円、前年比７５万４,０００円の増。９６

ページ、１２節委託料、施設設備改修４６万２,０００円は、子育て親子広場で利用して

いる保健センターの和室の床の改修でございます。１７節備品購入費は事務用として

シュレッダー、座卓テーブルなどの更新で、管理用としては浴場の券売機、洗濯機、乾

燥機の更新です。 

　３目予防費１,８９４万円、前年比１万７,０００円の減。１２節委託料、各種予防接

種６８９万１,０００円には、この中に帯状疱疹ワクチン接種費用として７４人分の２回

分の接種費用及び生ワクチン接種２２人分を計上してございます。資料ナンバー３９か

ら資料ナンバー４１の２まで、母子保健事業一覧、成人保健事業一覧、予防接種事業一

覧をつけてございます。 

　４目環境衛生費１,２６２万９,０００円、前年比８４１万３,０００円の増。１２節委

託料、設計構想作成７２６万円は地球温暖化実行計画の地域施策編の策定でございま

す。国庫補助金が４４０万円を計上しております。１７節備品購入費は蜂の巣駆除用の

防護服でございます。１８節生ごみ処理機等購入助成事業は、地球温暖化対策でごみの

減量化を推進するもので、資料ナンバー４２を後ほど御覧いただきたいと思います。 

　５目診療所費２億１,４６２万１,０００円。２７節、こちら、診療所特別会計への繰

出金でございます。 

　２項清掃費１目清掃総務費５０１万２,０００円、例年同様の計上であります。 

　２目塵芥処理費７,５１５万９,０００円、前年比３９万８,０００円の増。１０３ペー

ジ、１８節十勝圏複合事務組合７５６万６,０００円は、帯広市にある共同ごみ処理施設

の運営分担金でございます。一般廃棄物処理負担金９９３万８,０００円は、こちらは足

寄にある池北３町の運営分担金です。 

　３項水道費１目専用水道費９８９万円、前年比３０万５,０００円の減。１２節委託

料、施設設備保守管理は送水ポンプの分解清掃を今年度は含んでおります。１８節専用

水道事務負担金、こちら、スマートメーターの運営に係る費用や簡易水道会計で共通し

てる事務処理の分の費用を負担するものでございます。簡易水道会計へ負担します。 

　２目水道費、２７節繰出金、簡易水道事業会計への繰出金でございます。 

　５款労働費１項１目労働諸費２９万８,０００円、例年同様です。 
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　２目雇用対策費１,９６３万６,０００円。１０節から１５節までは緊急雇用対策事業

として、主に冬季間の閑散期における業務の直接発注を実施するための費用でございま

す。１８節地元雇用促進事業、２５名の費用を計上しております。 

　１０６ページ、６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費１,５４８万２,０００

円、前年比２７９万６,０００円の減。内容としては例年同様の計上でございます。 

　２目農業総務費５,４２６万２,０００円。この科目は職員人件費のみの計上でござい

ます。 

　３目農業振興費９,９３５万９,０００円、前年比２,９４４万４,０００円の増。１１

０ページ、１８節補助金、新規就農者育成総合対策事業５２５万円は、こちら、新規就

農が開始した方への補助金であり、こちら、全額道の補助金の対象となっております。

資料ナンバー４３となります。 

　陸別町農業近代化資金利子補給事業８０３万５,０００円。資料ナンバー４４となりま

す。 

　中山間地域直接支払事業交付金５,１１７万１,０００円。対象面積に応じて、国２分

の１、道４分の１の財源がございます。資料ナンバー４５となります。 

　多面的機能支払事業。新規事業であり、シカ柵や私道、それの整備、改修などを実施

するものでございます。資料ナンバー４６となります。 

　４目畜産業費１億７,０８１万５,０００円、前年比１億３,００５万６,０００円の増

です。１８節技能講習受講料１６万５,０００円。こちらは消毒車を運転するための中型

免許取得費用でございます。２０節貸付金、家畜導入貸付金６,０００万円。優良家畜導

入支援事業でございます。資料ナンバー４７となります。 

　第三セクター運営資金貸付金１億円。バイオガスプラントの運営会社、陸別町農業環

境支援公社への貸付金で、２年据え置き、７年償還でございます。 

　５目農地費１億２,６３３万３,０００円、前年比９,６６５万７,０００円の減。道営

事業としては陸別第２地区の草地畜産基盤整備事業、農地整備事業のトマム地区と、同

じく農地整備事業のトマム第２地区の３事業がございます。１２節委託料、農業用施設

維持管理４７１万２,０００円は、明渠排水の立木伐採などでございます。 

　農道測量試験費５００万円は、農道作集２号線の用地確定測量でございまして、資料

ナンバー４８でございます。 

　１１４ページ、１８節道営土地改良事業地元負担金５,５７５万１,０００円。こち

ら、トマム地区及びトマム第２地区の二つの道営事業でございます。資料ナンバー４９

の１及び４９の２を御覧いただきたいと思います。 

　草地畜産基盤整備事業負担金、こちらが陸別第２地区の事業でございまして、資料ナ

ンバー５０となります。 

　６目営農用水管理費９,５９２万６,０００円。前年比３,４８９万２,０００円。主な

増額の要因は、こちらは道営事業に係るものでございます。１２節委託料、設備保守管
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理３４７万１,０００円は、トラリ浄水場のろ過設備の分解清掃も含んでおります。 

　営農用水台帳整備５９０万４,０００円。こちらは２分の１の国庫補助がございます。

１４節工事請負費３５３万１,０００円。こちらは道営事業の配水管改築に伴う給水管切

り替え工事で、３件分です。１７節の備品購入費５１万７,０００円は、営農用水施設に

係る水道メーター及び浄水場の消火器などの購入となります。１８節営農用水事務負担

金８５万５,０００円。営農用水施設のスマートメーター及びその他の事務に係る負担金

であり、簡易水道会計へ支払います。 

　道営土地改良事業地元負担金、道営担い手畑地帯総合整備事業第２上陸別６,５９７万

３,０００円。こちら、資料ナンバー５０を御覧いただきたいと思います。 

　続きまして、７目公共草地管理費２８２万８,０００円、前年比１４０万９,０００円

の減。こちら、例年同様の計上であります。 

　８目農畜産物加工研修センター管理費２,５１０万２,０００円、前年比５８３万９,０

００円の増。１２０ページの１４節工事請負費の冷暖房設備整備５４１万３,０００円で

ございますが、加工センターについては衛生管理上、窓を開けることができないため、

エアコンを整備するものでございます。資料ナンバー５１を後ほど御覧いただきたいと

思います。 

　１７節備品購入費１１万３,０００円。加工室内の補虫器の購入となります。 

　２項林業費１目林業振興費１億３,１１４万円、前年比２７８万７,０００円の減。１

２節測量試験費１,１６７万７,０００円及び１４節の治山工事費４８２万４,０００円

は、いずれも宇遠別地区の小規模治山事業で、補助率２分の１となります。資料ナン

バーは５２となります。 

　続いて、森林環境譲与税事業になります。資料ナンバー５４になります。 

　この事業は、まず１２節の委託料、地域山林活性化推進事業３１４万６,０００円。１

８節では林業担い手対策推進事業６２５万４,０００円。森林作業道補修事業９３５万

６,０００円。私有林整備事業２,１５４万８,０００円。以上の４事業となります。いず

れも継続事業でございます。 

　民有林造林促進整備事業５,１１６万８,０００円、及び豊かな森づくり推進事業１,９

００万８,０００円につきましては、資料ナンバー５３でございます。 

　２目狩猟費１,０１２万２,０００円、前年比１７３万７,０００円の増。７節報償費８

１７万１,０００円。有害鳥獣奨励金を改正してございますので、エゾシカ１,０００

頭、ヒグマ１０頭外を計上してございます。１８節の有害鳥獣駆除従事者育成補助金は

１名分を計上しております。 

　３目林道新設改良費３,２３０万７,０００円、前年比３８１万２,０００円の減。１２

節委託料、林道維持管理６８８万６,０００円は側溝整備、側溝清掃、路面排水補修など

を実施し、資料ナンバー５６の１から５６の３までとなります。 

　１４節林道法面補修工事１４４万１,０００円は林道川向クンネベツ線でございます。 
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　林道維持管理工事５０６万円。こちら、林道弥生クンネベツ線側溝整備工事などでご

ざいます。 

　林道改良工事１,６００万円は経営林道の宇遠別線改良工事で、補助率、こちらも２分

の１，資料ナンバー５７となります。 

　１２４ページ、７款商工費１項商工費１目商工総務費１,９３５万７,０００円。この

目につきましては、職員人件費でございます。 

　２目商工振興費１億５,１９４万円、前年比２,２５３万９,０００円。主な増額要因は

前年比骨格予算で１８節のプレミアム商品券発行事業、小規模企業振興事業、日産自動

車購入助成事業などが６月補正に回ったものでございます。いずれもただいまの事業は

継続事業でございます。 

　資料ナンバー５８に商工会補助金算出表をつけてございますので、後ほど御覧いただ

きたいと思います。 

　３目観光費２,１０１万５,０００円、前年比５３万７,０００円の増。１８節３町連携

観光拠点施設魅力創出事業３５万円。３町の道の駅を中心とした共同事業の展開するた

めの経費となります。その他は例年同様の計上でございます。 

　４目公園費１,０７０万３,０００円、前年比２８０万５,０００円の増。１４節設備改

修工事３６３万円は、イベント広場の投光器のＬＥＤ化工事でございます。その他は例

年同様の計上でございます。 

　５目消費者対策費２２万円。例年同様の計上でございます。 

　８款土木費１項土木管理費１目土木総務費５,４９２万３,０００円、前年比５４４万

２,０００円の増。この目は職員人件費外で、例年同様の計上でございます。 

　２項道路橋りょう費１目道路橋りょう総務費２,６７３万５,０００円、前年比３１４

万円の増で、道路維持車両経費や道路台帳の作成、修正などで、例年同様の計上です。 

　２目道路維持費１億４,９１５万２,０００円、前年比７４２万８,０００円の減。こち

らは町道の維持管理に係る経費でございます。資料ナンバー５９を御覧いただきたいと

思います。 

　１２節の委託料、道路維持管理３,１４４万９,０００円は、こちら、ラコーム通のほ

かの防除、除草、その他、全路線を対象としてございます。道路維持補修１,４３３万円

は、全路線をこちらも対象としておりますが、主に軽微な補修等を実施するものでござ

います。１４節町道法面補修工事３２５万６,０００円は、町道分線日宗線外２路線。町

道舗装改修工事３,４５２万９,０００円は、町道陸別薫別線ほか１路線。排水整備工事

１,７９０万８,０００円は、町道クンネベツ線ほか５路線となります。 

　３目橋りょう維持費９,７１８万４,０００円、前年比４,１８１万４,０００円。１２

節委託料、測量試験費２,０３７万１,０００円は、町道弥生山沿線三楽橋、錦橋の設計

費でございます。１４節橋りょう補修工事７,６５０万円は、町道緑町線緑橋の改修工事

で、補助率は６０％でございます。資料ナンバー６０を後ほど御覧いただきたいと思い
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ます。 

　４目道路新設改良費８,９２５万５,０００円は、前年比２,７７４万４,０００円の

増。１４節道路改良工事４,０００万円。こちらはトマム川沿線の舗装工事で５４０メー

ターとなります。 

　歩道改良工事４,６９０万円は、こちら、町道駅南通りと東１条仲通り、川向栄町線、

以上３本の歩道改良となります。資料ナンバー６１に記載してございます。 

　５目街路灯費６４２万６,０００円、前年比２０９万１,０００円の増。資料ナンバー

６２でございますが、１４節の街路灯改修、ＬＥＤ化７基。これにより、街路灯のＬＥ

Ｄ化は全基改良済みとなります。 

　３項河川費１目河川総務費９８８万４,０００円、前年比４９２万８,０００円の増。

１４節河川補修工事８４９万２,０００円は、普通河川の無名川の補修でございます。資

料ナンバー６３になりますので、後ほど御覧ください。 

　４項住宅費１目住宅管理費２,５２１万７,０００円、前年比７６９万６,０００円。公

営住宅管理経費であり、８節から１２節までは例年同様の計上でございます。 

　１４節公営住宅改修８１１万８,０００円。こちらは第一若葉団地の外壁塗装外の工

事、共栄の特定公共賃貸住宅のバルコニー改修でございます。 

　２目住宅建設費７７万６,０００円、前年比１億５,１４９万５,０００円の減。令和６

年度は公営住宅の新設工事がございませんので、大きく減額となっております。その他

経費は例年同様の計上でございます。 

　５項１目下水道費１億２４１万９,０００円、前年比１９９万６,０００円の増。２７

節繰出金１億２４１万９,０００円は、公共下水道事業会計への繰出金になります。 

　９款１項１目消防費２億４,４４８万４,０００円、前年比６,７２９万４,０００円の

増。１節の報酬から１３節まで、例年同様の計上でございます。１４節設備改修工事２

５７万４,０００円は、消防庁舎の車庫のＬＥＤ改修工事になります。１７節備品購入費

４１万１,０００円は、会議室用テーブル、小型発電機、防火衣となります。１８節のと

かち広域消防事務組合負担金、こちら２億２,３６２万９,０００円でございますが、こ

のうち消防自動車購入分が６,９９５万２,０００円含まれております。購入する車両に

つきましては、資料ナンバー６４を御覧いただきたいと思います。 

　なお、この広域消防事務組合負担金の明細については、議案書の１９０ページから１

９４ページまでに明細書をつけてございますので、後ほど御覧いただきたいと思いま

す。 

　２目災害対策費４,０２３万４,０００円、前年比３,７９２万６,０００円の増。１節

から１１節まで、例年同様の計上でございます。１２節委託料、防災地図作成２６３万

４,０００円。こちら、全戸に配布する防災ガイドマップのことでございまして、補助率

２分の１の地域づくり総合交付金の対象となっております。１４節工事請負費３,５５８

万５,０００円。こちら、資料ナンバー６５となりますが、移動系防災無線設備の更新で
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す。現有機材はアナログ式で、修繕が不能なため、デジタル化の機材一式に更新するも

のでございます。 

　１０款教育費１目教育総務費１項教育委員会費１７０万５,０００円。１節報酬から１

８節まで、例年同様の計上でございます。 

　２目事務局費８,７１８万６,０００円。前年度比９２９万８,０００円の増。２節から

１１節まで、例年同様の計上であり、１２節の設備改修７３万７,０００円は教員住宅２

戸の給湯器交換でございます。 

　３目教育振興費１,５８６万９,０００円、前年比３５３万６,０００円の増で、１節の

会計年度任用職員の報酬については、英語指導助手１名、学習支援員が１名、特別支援

補助員２名、教育支援センター職員が２名。その他は例年同様の計上でございます。 

　１４７ページ、４目スクールバス運行管理費４,６５６万１,０００円は、前年度比７

１０万７,０００円の増で、主な増額要因が委託料における人件費の増でございます。 

　５目教育研究所費５０万４,０００円。例年同様でございます。 

　２項小学校費１目学校管理費２,２３４万９,０００円、前年比１５６万１,０００円の

増。小学校の維持管理費用でございます。１５０ページ、１７節備品購入費１３万８,０

００円は、こちら、電子視力計でございます。その他は例年同様の計上でございます。 

　２目教育振興費１,１９３万１,０００円、前年比１４１万６,０００円の減。１０節消

耗品費には、こちらは教師用の指導書購入費２６２万円が含まれております。１７節の

備品購入費１５８万３,０００円は、教材備品のほか、校務用のパソコンなどでございま

す。その他は例年同様の計上でございます。 

　３項中学校費１目学校管理費３,４９２万３,０００円は、前年比１,２４０万７,００

０円の増。１２節委託料、設備改修１４８万３,０００円は音響機器の改修、防犯カメラ

用レコーダーの改修となります。１４節設備改修工事１,０９９万９,０００円は中学校

体育館のＬＥＤ化工事です。約３分の１の国庫補助金がございます。資料ナンバー６６

を後ほど御覧いただきたいと思います。 

　２目教育振興費１,０７９万７,０００円、前年比１２５万７,０００円の減。１５３

ページ、１０節から１５５ページ２１節まで、例年同様の計上でございます。 

　４項社会教育費１目社会教育総務費１，５６０万２,０００円、前年比８６万４,００

０円の増。１節から１３節まで、例年同様の計上でございます。１５８ページ、１８節

道内英語研修派遣事業９６万９,０００円は、２泊３日の日程で中学２年生１５名の予算

を計上しております。 

　２目公民館費１,３０８万８,０００円は、前年比２１万３,０００円の減。公民館管理

費用であり、例年同様でございます。 

　３目文化財保護費１３７万９,０００円、前年比６万５,０００円の増。１８節技能講

習受講料１万１,０００円は、こちら、史跡管理のための刈払機の安全講習受講料となり

ます。 
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　５項保健体育費１目保健体育総務費３０５万円、前年比３８万７,０００円の減。例年

同様の計上でございます。 

　１６２ページ、２目体育施設費３,４８４万１,０００円、前年比９９８万２,０００円

の増。１節から１１節まで、例年同様の計上でございます。１２節委託料、体育施設改

修４１２万５,０００円は、こちら、若葉の野外活動施設、バーベキューハウスでござい

ますが、そこの外壁等の塗装でございます。耐力度調査５９８万４,０００円は町民プー

ルの耐震度調査になります。 

　３目学校給食費６,４４０万３,０００円、前年比９３万２,０００円の増。１節から２

６節まで、例年同様の計上でございます。 

　１６８ページ、１１款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費１目農業施設災害復

旧費１８万５,０００円。及び２目の林業用施設災害復旧費８万１,０００円。いずれ

も、例年同様の計上でございます。 

　２項公共土木施設災害復旧費１目道路橋りょう災害復旧費１３万１,０００円。例年同

様の計上でございます。 

　１２款１項公債費１目元金と２目利子の合計額５億５,５９７万１,０００円の計上

で、前年より９９３万２,０００円増加しております。 

　公債費の償還に当たり、減債基金を２億円取り崩し、一般財源として充当しておりま

す。 

　１３款１項１目予備費は、例年同様４００万円の計上でございます。 

○議長（久保広幸君）　１１時１０分まで休憩とします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１０時５３分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午前１１時０８分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　今村副町長。 

○副町長（今村保広君）　それでは、予算書１６９ページまでは説明させていただきま

したので、その続きでございますが、１７１ページから１９５ページまでは、給与費明

細書のほか、予算に関する各種調書等をつけてございますので、後ほど御覧いただきた

いと思います。 

　以上で歳出を終わりまして、歳入の説明を行いたいと思います。 

　１４ページにお戻りください。 

　歳入。 

　１款町税１項町民税１目個人１億４１８万８,０００円の予算計上は、前年比１,１７

８万円の減でございます。主な減額要因は、定額減税分が約８００万円、東日本大震災

の復興による臨時措置の終了の、均等割の減額分でございますが、その分が５０万円。

以上でございます。 

　２目法人１,３３６万２,０００円は、前年比１１８万７,０００円の増。 
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　２項１目固定資産税１億７,１３４万４,０００円は、前年比４３０万２,０００円の

増。実績を踏まえての計上となっております。 

　２目国有資産等所在市町村交付金７０１万２,０００円は、前年比４,０００円の減で

ございます。 

　３項軽自動車税１目環境性能割４５万２,０００円、２目種別割７２２万３,０００円

は、いずれも実績見込みで計上しております。 

　４項１目町たばこ税２,０９７万２,０００円は、こちらも実績見込みにより計上され

ています。 

　２款地方譲与税１項１目自動車重量譲与税５,５８４万５,０００円の計上は、前年比

３４５万５,０００円の増。 

　２項１目地方揮発油譲与税１,７９５万９,０００円の計上は、前年比１４４万７,００

０円の減。 

　３項１目森林環境譲与税４,１０７万２,０００円の予算計上は、前年比９４７万４,０

００円の増。 

　３款１項１目利子割交付金１０万１,０００円の計上は、前年比６万３,０００円の減 

　４款１項１目配当割交付金８７万６,０００円の計上は、前年比１２万７,０００円の

減。 

　５款１項１目株式等譲渡所得割交付金７０万１,０００円の計上は、前年比４９万１,

０００円の減。 

　６款１項１目法人事業税交付金４６４万９,０００円の計上は、前年比１１６万６,０

００円の増。 

　７款１項１目地方消費税交付金６,２２９万４,０００円は、地方消費税交付金の分で

２,９２７万円、社会保障財源交付金分で３,３０２万４,０００円となっております。 

　８款１項１目環境性能割交付金６６４万５,０００円の計上は、前年比１１５万２,０

００円の増。 

　９款１項１目地方特例交付金９５６万９,０００円、前年比８４３万７,０００円の

増。こちら、大きく増になってますが、定額減税分が加算されていると考えてもらって

よろしいと思います。 

　２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金２３万７,０００円

の計上で、前年比５６万２,０００円の減。 

　１０款１項１目地方交付税２１億９,７４４万８,０００円の計上は、前年比５,２８６

万２,０００円の増。普通地方交付税が１９億９,７４４万８,０００円、特別地方交付税

が２億円の計上で、資料ナンバー１７に地方交付税の状況をつけてございますので、後

ほど御覧いただきたいと思います。 

　１１款１項１目交通安全対策特別交付金、科目存置となります。 

　１２款分担金及び負担金１項分担金１目農林水産業費分担金１,６８５万２,０００円
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の計上は、こちらは道営事業の陸別第２の草地畜産基盤整備事業の受益者に係る分担金

です。 

　２項負担金１目民生費負担金１００万３,０００円の計上は、前年比５２万６,０００

円の増で、こちら、町外の養護老人ホームへの入居者からの徴収金２名分でございま

す。 

　１３款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料４,２２５万３,０００円、前年比

１６８万２,０００円の減。１節の行政財産使用料から５節の銀河の森宇宙地球科学館等

使用料まで、例年同様の計上でございますが、５節のコテージ使用料は８５５棟を見込

んでおります。 

　２目民生使用料６０２万９,０００円の計上で、前年比１３７万１,０００円の増。増

額分は広域入所保育料が１名増の３名分で計上となるためでございます。 

　３目衛生使用料７８４万６,０００円の計上で、前年比１０２万３,０００円の増。こ

ちら、墓地使用料のほか、合葬墓の使用料５０人分を計上しております。２節水道使用

料、小利別地区の専用水道で３８件分です。 

　４目農林水産使用料４７０万５,０００円の計上で、前年比４０万円の減。２節の営農

用水使用料は、上陸別地区が４２件、トラリ地区２４件でございます。 

　５目商工使用料１万７,０００円は、例年同様の計上でございます。 

　６目土木使用料５,８２９万４,０００円の計上は、前年比１６１万４,０００円の減

で、減額要因は住宅使用料の減でございます。 

　７目教育使用料２０２万５,０００円の計上は、前年比２４万１,０００円の減でござ

います。 

　２項手数料１目総務手数料１５４万２,０００円は、例年同様の積算でございます。 

　２目衛生手数料７７０万３,０００円、前年比１１万８,０００円の減で、こちらも例

年同様の計上でございます。 

　３目農林水産手数料１万２,０００円、こちらも例年同様の計上でございます。 

　１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金１億２,５９１万７,０００円の計

上は、前年比１,５８６万６,０００円の減でございまして、１節の障害者介護給付費負

担金から２節の障害児相談支援費負担金まで、いずれも２分の１の国の負担分でござい

ます。 

　国民健康保険事業保険基盤安定負担金と未就学児均等割保険料負担金は、国保軽減措

置に係る保険者支援分でございます。 

　障害者訓練等給付負担金３,５４６万円は、就労継続支援Ａ型１名とＢ型２０名、共同

生活援助の２１名などの経費となります。 

　２節子どものための教育・保育給付費負担金は、児童数により計上してございます。 

　２目衛生費負担金３２万１,０００円計上でございます。前年比２０万３,０００円の

増。新型コロナウイルスの予防接種健康被害給付負担金は、こちら、同額の歳出を計上
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しているものでございます。 

　２項国庫補助金１目総務費補助金３,０５１万円については、デジタル基盤改革支援補

助金として、こちらは歳出で計上してございます自治体情報システム協議会の負担金の

標準化に要する改修費の１０分の１０の補助でございます。 

　２目民生費補助金１節社会福祉費補助金５１８万７,０００円は、地域生活支援事業費

補助金が２分の１、生活困窮就労準備支援事業費等補助金が４分の３で、ひきこもりの

サポート分が２分の１の補助となります。２節の児童福祉費補助金、子ども・子育て支

援交付金が３分の１、出産・子育て応援事業交付金が３分の２の補助率でございます。 

　３目衛生費補助金４５５万７,０００円の計上は、地域脱炭素化促進事業補助金が４４

０万円、補助率は２分の１でございます。 

　４目農林水産業費補助金２７５万円については、営農用水台帳整備事業に係る補助率

２分の１でございます。 

　５目土木費補助金４,８６０万円、前年比３,２８９万円の減。こちらは橋りょう補修

に係る補助金で、補助率６０％でございます。 

　６目教育費補助金３７７万２,０００円。２節中学校費補助金、学校施設環境改善交付

金３６６万５,０００円は、こちらが中学校の体育館のＬＥＤ改修分になるものでござい

ます。 

　３項委託金１目総務費委託金及び２目の民生費委託金は、いずれも例年同様の計上で

ございます。 

　１５款道支出金１項道負担金１目民生費負担金、民生委員活動負担金は定額の負担金

でございまして、国民健康保険事業保険基盤安定負担金と未就学児均等割保険料負担金

は、それぞれ４分の１。２５ページの後期高齢者医療保険基盤安定負担金は４分の３。

障害者介護給付費負担金から低所得者保険料軽減負担金までは、いずれも４分の１の道

負担となります。 

　２節児童福祉費負担金の児童手当負担金は、こちら、ルール計算によるものでござい

ます。障害者介護給付費から障害児相談支援費負担金までが４分の１の道負担で、子ど

ものための教育・保育給付費負担金は、こちら、ルール計算で例年同様の計上でござい

ます。 

　２目衛生費負担金、療育医療費負担金１万３,０００円は、例年同額でございます。 

　２項道補助金１目総務費補助金２４９万５,０００円は、地域づくり総合交付金は２分

の１の補助率で、防災ガイドマップ作成、防災用備品の備蓄、天文台の講演会講師謝礼

などに充当しております。無線システム普及支援事業補助金は、こちら、移動通信用鉄

塔の施設整備の起債償還に係る分の補助金でございます。デジタル田園都市国家構想交

付金は、こちら、ＵＩＪターンの新規就業支援事業の４分の３の補助金でございます。 

　２目民生費補助金１,３８９万４,０００円。１節社会福祉費補助金、重度心身障害者

医療費補助金から乳幼児医医療費補助金までは、補助率２分の１。地域生活支援事業費
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補助金が４分の１。老人クラブ運営事業費補助金が、こちら基準額の３分の２です。権

利擁護人材育成事業補助金が、こちらが１０分の１０で、冬季生活支援事業補助金が基

準額の２分の１。介護サービス利用者負担軽減補助金が４分の３の補助率でございま

す。２節児童福祉費補助金、子ども・子育て支援交付金、国庫補助金と同額の計上でご

ざいます。保育料軽減支援事業費補助金は、こちら多子世帯の軽減措置で、基準額の２

分の１となります。出産・子育ての応援事業交付金は６分の１の補助率でございます。 

　３目衛生費補助金２２万２,０００円の計上で、例年同様の計上でございます。 

　４目農林水産業費補助金１億２,６７８万８,０００円は、例年同様の計上でございま

すが、中山間地域直接支払事業補助金については、対象面積により１６５万７,０００円

の増となっております。新規就農者育成総合対策事業補助金５２５万円は、同額の歳出

を計上してます。多面的機能支払事業補助金１,７３９万７,０００円は、こちらシカ柵

等の改修で、４分の３の補助率でございます。２節林業費補助金も例年同様の計上でご

ざいますが、森林環境保全整備事業補助金が１５４万１,０００円の増、小規模治山事業

は宇遠別地区で２分の１の補助であり、林道宇遠別線改良事業補助金も２分の１の補助

率でございます。 

　５目教育費補助金２０万４,０００円、例年同様の計上でございます。 

　３項委託金１目総務費委託金から２９ページ、５目土木費委託金まで、いずれも権限

移譲などによります委託金で、合わせて６９８万８,０００円の計上で、前年比１０４万

７,０００円の減です。主な減額要因は、こちら、選挙委託金の減でございます。 

　２９ページ、１６款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入４,２９２万９,００

０円は、前年比１５０万９,０００円の減で、１節土地建物貸付収入、こちらは実績に合

わせての計上で、２節の通信設備貸付収入は光ファイバー網の貸付収入で、６１６件分

となります。 

　２目の利子及び配当金８８万２,０００円の計上で、例年同様の計上でございまして、

説明書に記載のとおり、各基金の利子及び優先出資の配当金も含まれております。 

　２項財産売払収入１目不動産売払収入は科目存置であります。 

　２目物品売払収入１節生産物売払収入７９２万６,０００円の計上は、町有林素材売払

収入は間伐材で、弥生地区の１０．５２ヘクタール、４１年生でアカエゾとなります。

町有林立木売払収入は、分線地区で１０ヘクタール分で、４９年ものでカラマツとなり

ます。 

　１７款寄附金１項寄附金１目一般寄附金、２目指定寄付金とも、科目存置でございま

す。 

　１８款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金は１億３,０００万円で、例年よ

り７,０００万円の減となっております。 

　２目減債基金繰入金は２億円で、前年同額でございます。 

　以下、特定目的基金につきましては、説明欄の記載の事業に充当することとなりま
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す。 

　３目ふるさと整備基金繰入金は４,４９０万円で、前年比３,１４０万円の増。 

　４目いきいき産業支援基金繰入金は８,５８０万円で、前年比２,６５０万円の増。 

　５目ふるさと銀河線跡地活用等振興基金繰入金は１,１４０万で、前年比４１０万円の

増。 

　６目地域福祉基金繰入金は４,６６０万円で、前年比５,５１０万円の減。 

　７目公共施設等維持管理基金繰入金は４３０万円で、前年比９,３９０万円の減。 

　８目学校給食センター管理運営基金繰入金は２,３９０万円で、前年比１３０万円の

増。 

　９目スポーツ振興基金繰入金は５０万円で、前年同額です。 

　１０目森林環境譲与税基金繰入金は４,０３０万４,０００円で、前年比１６６万５,０

００円の増。 

　１１目地球温暖化対策基金繰入金は１億円でございます。 

　続きまして、１９款１項１目繰越金は、前年度繰越金で、前年同額の１,０００万円を

計上しております。 

　２０款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目延滞金５万円。こちら、前年同額でござ

います。 

　２目加算金、科目存置。 

　２項１目町預金利子６,０００円。 

　３項貸付金元利収入、１目が優良家畜導入貸付金収入２,４４７万９,０００円。こち

ら、約定償還分でございます。 

　２目貸付金元利収入は、前年同額の１億４,０００円の計上でございます。 

　３目奨学資金貸付金収入は９９万円。こちら、前年比１６万８,０００円の増で、１１

名分でございます。 

　４項雑入１目滞納処分費は科目存置。 

　２目弁償金８８万１,０００円の計上で、こちらは光ファイバーの切断事故等による損

害賠償金を計上しております。 

　３目雑入１節介護予防支援報酬は、介護予防サービス計画作成に係る報酬で、２１９

件分。２節は居宅介護支援報酬で、居宅介護サービス計画作成報酬で４００件分。３節

高齢者福祉施設負担金は、福寿荘の入居者負担金。４節学校給食費等、こちら、内訳と

しまして、園児６２、小学生６８、中学生５３、職員等５５となっております。５節電

話使用料は例年同様です。６節電気等使用料、こちらも例年同様でございます。７節子

育て支援対策徴収金、短期支援事業の徴収金で１万円の計上です。８節雑入４,７４６万

１,０００円の計上で、前年比１,８４４万円の増。 

　３６ページの社会保険料等個人負担金から、３９ページの保険介護一体的実施推進事

業委託料まで、例年同様の計上でございますが、３７ページのケア付き一時住まい事業
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利用料は、３名分を計上しています。 

　３８ページの中段の職員派遣分給与負担金から派遣職員分福祉協会負担金までは、令

和５年度から２年間の当町からのとかち広域消防事務組合への職員１名派遣分でござい

ます。 

　３８ページ、十勝圏複合事務組合精算金で８１９万３,０００円でございますが、こち

らは減債基金へ全額積み立てております。 

　退職手当組合事前納付金精算還付金８１１万６,０００円につきましては、令和４年度

と令和５年度の精算分でございます。 

　続きまして、２１款１項町債でございますが、総額が、７億５,６６５万２,０００円

で、前年度比７,６７５万円の増でございます。 

　借入れ予定事業につきましては説明欄のとおりでございますが、目ごとに説明したい

と思います。 

　１目総務債２億９,８００万円で、前年比２億３,７６０万円の増。 

　２目民生債１,８００万円で、前年比２億３,２００万円の減。 

　３目衛生債１１０万円。 

　４目農林水産業債１億７,１３０万円で、７,１７０万円の減。 

　５目商工債３２０万円。 

　６目土木債１億８,５５０万円、前年比７,１７０万円の増。 

　４１ページ、消防債６,７７０万円。 

　８目教育債７３０万円。 

　９目臨時財政対策債４５５万２,０００円。こちら、前年比８１５万円の減です。 

　なお、３９ページの総務債の過疎地域持続的発展特別事業につきましては、資料ナン

バー１９に明細が書いてございます。 

　以上で歳入終わりまして、続きまして、議案書７ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

　第２表債務負担行為で、左から事項、期間、限度額を記載しております。 

　北海道市町村備荒資金組合の防災資機材の譲渡代金、こちら、総務課の管理車両でご

ざいますが、期間が令和７年から令和１０年度までで、２９４万１,０００円。 

　続きまして、中間処理施設の整備負担金、令和７年度から令和９年度まで、金額が１

億７０８万５,０００円。 

　続きまして、令和６年度大家畜特別支援資金利子補給が、令和７年度から令和３１年

度まで、１６０万４,０００円。令和６年度陸別町農業近代化資金利子補給が、令和７年

度から令和１５年度まで、２６７万９,０００円。令和６年度陸別町中小企業経営安定資

金利子補給が、令和７年度から令和１６年度まで、３２４万７,０００円でございます。 

　次に、第３表地方債でございます。 

　記載の目的と限度額であります。 
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　一般単独事業の一般事業ですが、庁舎改修事業６,１８０万円。一般単独事業の緊急防

災・減災事業は、庁舎改修事業外３事業、５,８９０万円。一般単独事業の緊急自然災害

防止対策事業は、宇遠別地区小規模治山事業外１４事業で４,５８０万円です。一般単独

事業の脱炭素推進事業は、交流センターＬＥＤ改修事業外２事業で８３０万円。過疎対

策事業は、過疎地域持続的発展特別事業外１７事業で５億７,７３０万円です。臨時財政

対策債は４５５万２,０００円で、起債の合計は７億５,６６５万２,０００円でございま

す。 

　起債の方法は、普通貸借又は証券発行、利率は４．０％以内（ただし、利率の見直し

を行った後においては当該見直し後の利率）、償還の方法は借入先の融通条件によりま

す。ただし、町財政の都合により据置期間の短縮もしくは繰上償還をすることができる

でございます。 

　以上で議案第２８号の説明を終わりまして、続きまして、議案第２９号に移りたいと

思います。 

　議案第２９号令和６年度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計予算は、次に定める

ところによる。 

　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

　歳出予算の流用。 

　第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の款項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

　（１）保険給付の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用。 

　一時借入金。 

　第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は５,０００万円と定めるでございます。 

　初めに、議案説明資料６８を同時に御覧いただきたいと思います。 

　歳入歳出予算の財源充当の内訳でございます。歳入歳出の予算の総額が３億３,２７３

万６,０００円でございます。それをそれぞれの歳入歳出予算が計上されておりますの

で、この歳入額をどのように歳出に振り分けたかということが科目ごとに計上されてい

る資料でございます。内容につきましては、後ほど御覧いただきたいと思います。 

　また、資料ナンバー６７に前年度比較表もつけてございますので、御覧いただきたい

と思います。 

　それでは、議案書１１ページをお開きください。歳出から行いたいと思います。 

　３，歳出。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費４１７万４,０００円、前年比１０９万２,

０００円の減。主な減額要因は、前年度は備品購入がございましたが、その他は例年同
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様の計上でございます。 

　２目連合会負担金４３万円、前年比５,０００円の減。こちら、例年同様の計上でござ

います。 

　２項徴税費１目賦課徴収費２４万７,０００円。１８節十勝圏複合事務組合負担金、こ

ちら、滞納整理機構への負担金で、令和６年度の国保の引継ぎはございません。 

　３項１目運営協議会費２１万１,０００円は、例年同様の計上でございます。 

　２款保険給付費１項療養諸費及び２項の高額療養費、この両方につきましては、それ

ぞれ、国保連からの通知に基づきます予算の計上でございます。 

　まず、１目療養給付費１億６,９２４万３,０００円、前年比１,０９６万円の増。 

　２目療養費２０６万３,０００円、前年比３万４,０００円の増。 

　３目審査支払手数料は４６万３,０００円。 

　２項１目高額療養費２,３９６万２,０００円、こちらは前年比４４４万９,０００円の

減です。 

　２目高額介護合算療養費１０万円。 

　３項出産育児諸費１目出産育児一時金１００万円、２名分となります。 

　４項葬祭諸費１目葬祭費３０万円で、１０名分でございます。 

　３款国民健康保険事業費納付金、１項１目医療給付費分５,９２４万６,０００円、前

年比８９１万８,０００円の減でございます。 

　２項１目後期高齢者支援金等分２,０２７万３,０００円、前年比１１２万９,０００円

の増です。 

　３項１目介護納付金分８６６万３,０００円、前年比１８０万７,０００円の増です。 

　４款１項１目共同事業拠出金と５款１項１目財政安定化基金拠出金は、それぞれ科目

存置でございます。 

　６款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費３４４万５,０００円は、前年比７万

１,０００円の減です。１２節の健康診査等２７０万円は、特定健診が２１０名、頸動脈

のエコー検査が４０名などとなります。 

　２項１目保健事業費８３１万６,０００円、前年比５６７万６,０００円の減。１２節

各種予防接種は、インフルエンザ予防接種２００名分、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種

が７名分となっております。ヘルスアップ事業、こちらはレセプトデータの分析などに

より、予防健康づくりに取り組むことで、道の交付金を受けることができる保険者努力

支援制度でございます。１３節医療用機器借上料は健康指導用機器の借り上げとなりま

す。 

　７款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金７０万円、国保税の還付金です。 

　２項繰出金１目直営診療施設勘定繰出金２,６８９万８,０００円は、前年比１,７６４

万３,０００円の減です。こちら、へき地診療所運営分の特別調整交付金の診療所会計へ

の繰出金となります。 
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　８款１項１目予備費は、前年同額の３００万円であり、１９ページに給与費明細書を

つけてございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

　以上で歳出を終わりまして、続いて、歳入に移ります。 

　７ページを御覧ください。 

　１款１項１目国民健康保険税６,０３４万４,０００円、前年比２９１万円の減。 

　２款国庫支出金１項国庫補助金１目災害臨時特例補助金は、科目存置。 

　２目出産育児一時金臨時補助金１万円。こちらは２名分でございます。 

　３款道支出金１項道負担金１目保険給付費等負担金２億４,３３８万３,０００円は、

前年比１,５３５万３,０００円の減です。１節の保険給付費等交付金、普通交付金は１

億９,７１３万１,０００円、２節の特別交付金は保険者努力支援分と特別調整交付金、

道繰入金と特定健診等負担金を合わせて４,６２５万２,０００円となります。 

　４款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金、国民健康保険基金利子となりま

す。 

　５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２,３６４万５,０００円は、前年比

５６９万５,０００円の減でございます。１節の保険基盤安定繰入金は国保税軽減分が９

８５万４,０００円、保険者支援分が２６１万４,０００円。２節の未就学児均等割保険

料繰入金が１２万円。３節事務費繰入金が６２４万５,０００円。４節出産育児一時金等

繰入金が６６万７,０００円。５節財政安定化支援事業繰入金３２６万３,０００円。６

節がその他一般会計繰入金で８８万２,０００円でございます。 

　２項基金繰入金１目国民健康保険基金繰入金５２９万円、前年比５万９,０００円の減

でございます。 

６款１項１目繰越金及び７款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目延滞金については、

それぞれ科目存置でございます。 

　２項１目雑入、健康診査等個人負担金６万円でございます。 

　以上で議案第２９号を終わりまして、続いて、議案第３０号に移りたいと思います。 

　議案第３０号令和６年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算は、次

に定めるところによる。 

　歳入歳出予算。 

　第１条第２項、歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出

予算」による。 

　地方債。 

　第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

　一時借入金。 

　第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は５,０００万円と定めるであります。 
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　この会計の歳入歳出予算資料が、資料ナンバーの６９につけてございますので、後ほ

ど御覧いただきたいと思います。 

　それでは、歳出から説明しますので、予算書１１ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

　３，歳出。 

　１款総務費１項施設管理費１目一般管理費３億５,９８９万５,０００円、前年比６,７

４６万７,０００円の増。主な増額要因でございますが、スプリンクラーの設置工事分と

なります。１節から１５ページの１３節まで、例年同様の計上でございます。１４節工

事請負費、スプリンクラー設置工事でございます。資料ナンバー７０に工事概要をつけ

てございます。こちらは平成２６年の消防法施行令の改正等により、４床以上の診療所

について新たに設置義務となったものでございます。その設置期限が令和７年６月３０

日となっておりますので、今回、設置を計上するものでございます。２６節公課費１９

６万６,０００円は消費税納付となります。 

　２項１目研究研修費１４１万９,０００円は、例年同様の計上でございます。 

　２款１項医業費１目医療用機械器具費１,６５８万１,０００円、前年比５０６万４,０

００円の増で、こちらは１７節の備品購入費は資料ナンバー７１でございますが、Ｘ線

の画像記録管理システム、こちら平成３０年購入で、更新でございます。多項目自動血

球分析装置、こちら平成２４年購入で、令和７年にサポートが切れることになります。

ベッドサイトモニター、こちらも更新です。救急カート、こちらは増台となります。 

　２目医療用消耗器材費７６２万３,０００円、前年比１３３万円の減。 

　３目医薬品費８７７万２,０００円、前年比１０９万８,０００円の減。医薬品費は診

療収入の９．５％、５８０万円で、あと、予防接種のワクチン代２９７万円が入ってお

ります。 

　４目検査費１８３万円、前年比２２万３,０００円の減。診療報酬の３％を計上してま

す。 

　５目寝具費５２万円、前年比２４万４,０００円の減。寝具の借上げ、体圧分散エア

マットレスの借上げ費用となります。 

　２項１目給食費１８８万５,０００円、前年比２３万１,０００円の減。 

　３款１項公債費１目元金と２目利子合わせまして４２３万円、前年比１０９万３,００

０円の増。２８ページに地方債の現在高が記載されておりますので、後ほど御覧いただ

きたいと思います。 

　４款１項１目予備費５０万円は、前年同額の計上です。 

　２１ページから２７ページは給与費明細書、２８ページは債務負担行為及び地方債に

関する調書をつけておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

　以上で歳出を終わります。 

　では、歳入に移ります。 
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　７ページ、２の歳入。 

　１款診療収入につきましては、実績見込みから推計しております。 

　１項の入院収入につきましては、合計額で１４１万５,０００円、前年比５３１万４,

０００円の減。 

　２項の外来収入につきましては、合計額で５,９５５万２,０００円で、前年比２１３

万６,０００円の減。 

　３項その他診療収入１目諸検査等収入１,８２４万３,０００円は、前年比１５０万８,

０００円の減。 

　２款使用料及び手数料１項手数料１目文書料は６４万５,０００円、前年同額でござい

ます。 

　３款道支出金１項道補助金１目総務費補助金６２７万円は、前年比１３７万円の増

で、こちら、Ｘ線の画像記録システムの更新費用の２分の１補助でございます。 

　４款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入４７万２,０００円、職員住宅の３戸

分の貸付収入でございます。 

　５款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２億１,４６２万１,０００円の計

上、前年比３,０３４万円の増。医療機器等整備分は事業費より道補助金を除いた金額で

ございます。 

　２目国保事業勘定特別会計繰入金２,６８９万８,０００円、前年比１,７６４万３,０

００円の減で、主な減額要因は入院日数の減によるものでございます。 

　６款１項１目繰越金、前年度繰越金は前年同額１００万円です。 

　７款諸収入１項１目雑入は４１３万９,０００円で、例年同様の計上でございます。 

　８款１項町債１目医業債７,０００万円。スプリンクラー設置工事分でございます。 

　以上で歳入を終わりまして、４ページの第２表地方債でございます。 

　４ページを御覧ください。 

　起債の目的と限度額につきましては、過疎対策事業で診療所改修事業７,０００万円、

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。 

　以上で議案第３０号の説明を終わりたいと思います。 

○議長（久保広幸君）　昼食のため、午後１時まで休憩とします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休憩　午前１１時５３分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再開　午後　１時００分 

○議長（久保広幸君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

　今村副町長。 

○副町長（今村保広君）　それでは、議案第３１号の令和６年度陸別町の介護保険事業

勘定特別会計予算を説明したいと思います。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 
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　歳出予算の流用。 

　第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

　（１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

　一時借入金。 

　第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は５,０００万円と定めるであります。 

　１１ページの歳出をお開き願いたいと思います。 

　３番、歳出。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１３万３,０００円、前年比５６７万９,０

００円の減でございます。令和５年度は介護保険計画の策定業務があったためで、今年

度減額になったものでございます。 

　２項１目賦課徴収費３０万４,０００円、例年同様の計上でございます。 

　３項１目介護認定審査会費２２９万５,０００円、前年比１７万７,０００円の減でご

ざいます。 

　２目認定調査費５８万６,０００円、前年比１１万円の減ですが、認定調査１３２件を

見込んでおります。 

　２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目居宅介護サービス給付費、１２３名分、

１億２,５０３万９,０００円です。 

　２目居宅介護サービス計画給付費は、４２件分、７１９万３,０００円でございます。 

　３目施設介護サービス給付費は、４０名分、１億３,２８１万７,０００円。 

　４目居宅介護福祉用具購入費は、５件分、４５万円。 

　５目居宅介護住宅改修費、５件分、９０万円。 

　２項の介護予防サービス等諸費１目介護予防サービス給付費は、２１名分、１６３万

８,０００円でございます。 

　２目介護予防サービス計画給付費は、２０件分、１０６万６,０００円。 

　３目介護予防福祉用具購入費は、５件分、４５万円。 

　４目介護予防住宅改修費は、３件分、５４万円の計上でございます。 

　３項その他諸費１目審査支払手数料１７万４,０００円の計上は、前年比８,０００円

の減でございます。 

　４項高額介護サービス等費１目高額介護サービス費は、３９名分で５６５万１,０００

円です。 

　２目高額介護予防サービス費は、科目存置であります。 

　５項高額医療合算介護サービス等費１目高額医療合算介護サービス費は、６３名分、

２８１万３,０００円。 
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　２目高額医療合算介護予防サービス費は、科目存置。 

　続きまして、１５ページ、６項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サー

ビス費は、３３名分、１,７０３万３,０００円。 

　２目特例特定入所者介護サービス費、３目特定入所者介護予防サービス費、４目特例

特定入所者介護サービス費は、いずれも科目存置でございます。 

　３款地域支援事業１項１目介護予防・生活支援サービス事業費は５９０万８,０００

円、前年比４万８,０００円の減でございます。この中の１２節総合事業委託料につきま

しては、訪問型サービスＡの利用で３名で、延べ３３７回の利用を見込んでおります。

１８節の第１号事業給付費は、訪問介護が６０名、通所介護が延べで１３２名の利用を

見込んでおります。 

　２目介護予防ケアマネジメント事業費は、例年同様の計上でございます。 

　２項１目一般介護予防事業費１４５万４,０００円、前年比６８万４,０００円の増。

７節の報償費は歯科衛生士の謝礼とボランティアポイント分が増額となっております。 

　３項包括的支援事業・任意事業費１目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費７

９万６,０００円の計上で、１２節の介護予防サービス計画作成は、居宅介護支援事業所

で６８件分になります。 

　２目任意事業費１７２万３,０００円の計上で、１２節の任意事業は給食サービスでご

ざいまして、延べ１,６６０食の利用見込みでございます。 

　３目認知症総合支援事業費１５万８,０００円、前年比９２万７,０００円の減。 

　４目生活支援体制整備事業費７１６万円、前年比２３７万１,０００円の増でございま

すが、生活支援コーディネイター業務の社協への委託でございます。 

　５目在宅医療・介護連携事業費１５万５,０００円は、例年同様の計上でございます。 

　４項その他諸費１目審査支払手数料１万３,０００円は、例年同様です。 

　４款１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金１,０００円は利息でございます。 

　５款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目第１号被保険者保険料還付金、２目介護

給付費負担金等返還金、いずれも例年同様の計上でございます。 

　６款１項１目予備費は１００万円で、例年同様の計上であります。 

　以上で歳出を終わりまして、続いて、歳入に移ります。 

　資料７２に介護給付費と地域支援事業のそれぞれの財源充当に関する資料をつけてお

ります。また、議案書のほうの２１ページには債務負担行為に関する調書をつけており

ますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

　７ページ、２番、歳入。 

　１款１項介護保険料１目第１号被保険者保険料５,３９５万７,０００円。１節現年度

分、普通徴収が保険料総額の６．１％となります。特別徴収分が９３．９％、保険料総

額のものを見込んでおります。２節の滞納繰越金は、前年同額となります。 

　２款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金は、介護給付費の２０％、施設
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分１５％の５,２５０万７,０００円の計上です。 

　２項国庫補助金１目調整交付金は、介護給付費の８．９％、２,６２５万５,０００円

の計上でございます。 

　２目地域支援事業交付金は、介護予防日常生活総合支援事業の２５％、これ以外の分

が３８．５％で、合計５５８万円の計上でございます。 

　３目保険者機能強化推進交付金２４万８,０００円の計上。 

　４目保険者努力支援交付金２８万７,０００円の計上でございます。 

　３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金、こちら、介護給付費の１２．５

％、施設分の１７．５％で、４,３６０万５,０００円の計上でございます。 

　２項道補助金１目地域支援事業交付金、これは介護予防・日常生活総合支援事業の１

２．５％、これ以外の分のが１９．２５％で、合計２７８万８,０００円の計上でござい

ます。 

　４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金は、介護給付費の２７％、７,９８４万

９,０００円の計上でございます。 

　２目地域支援事業支援交付金も、こちらも２７％、２０１万２,０００円の計上です。 

　５款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金は、介護給付費準備基金利子１,０

００円の計上でございます。 

　６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金４,７８８万２,０００円の計上で、

１節介護給付費繰入分は１２．５％、事務費分は４３１万３,０００円。３節の地域支援

事業繰入金は、こちら、１２．５％分と１９．２５％分がございます。４節低所得者保

険料軽減分は、国２分の１、道４分の１の負担でございます。 

　２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金は２３３万５,０００円の計上でござい

ます。 

　７款１項１目繰越金は、前年度繰越金１,０００円でございます。 

　８款諸収入１項延滞金及び過料１目第１号被保険者延滞金、２目第１号被保険者過料

は、いずれも科目存置。 

　２項雑入１目滞納処分費、２目第三者納付金、３目返納金、こちら、いずれも科目存

置でございます。 

　４目雑入は介護扶助審査判定業務でございますが、こちら、ケアプラン作成費で、総

合事業利用者負担金は訪問介護サービスＡの１０％分となります。 

　以上で、議案第３１号を終わりまして、続いて、議案第３２号に移りたいと思いま

す。　議案第３２号令和６年度陸別町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めると

ころによる。 

　歳入歳出予算。 

　第１条第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 
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　一時借入金。 

　第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は２,０００万円と定めるでございます。 

　９ページの歳出をお開きください。 

　歳出。 

　１款総務費１項総務管理費１目一般管理費６８１万５,０００円の計上、前年比３５４

万６,０００円の増でございます。１２節の保健介護一体的実施推進事業４０４万８,０

００円は、こちら、医療費適正化事業でありまして、全額広域連合交付金の対象となっ

ております。 

　２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金４,８０２万１,０００円、こちら、保険

料相当分と保険基盤安定分、広域連合の共通事務費分などの合計となっております。 

　３款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険料還付金は１０万円、２目還付加算

金は１万円。いずれも前年同額の計上でございます。 

　４款１項１目予備費３０万円。こちらも前年同様の計上でございます。 

　以上で、歳出を終わりまして、次に、歳入に移りたいと思います。 

　７ページをお開きください。 

　歳入。 

　１款１項後期高齢者医療保険料１目特別徴収保険料、保険料総額の５２．３３％でご

ざいます。 

　２目普通徴収保険料、こちらは保険料総額の４７．６７％を見込んでおります。２節

滞納繰越分は実績見込みで３５万６,０００円の計上でございます。 

　２款広域連合支出金１項１目広域連合交付金、長寿・健康増進事業費補助金は、こち

らはインフルエンザワクチンの接種費用の７割分と健康診査の受診率向上分が該当しま

す。特別調整交付金分は医療費適正化事業外の分が算定されております。 

　３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金は３２４万,１０００円の計上でありま

して、２目保険基盤安定繰入金は１,３５３万８,０００円の計上で、道の負担分が４分

の３となっております。 

　４款１項１目繰越金は、前年度繰越金３０万円で、前年同額でございます。 

　５款諸収入１項延滞金及び過料１目延滞金は、科目存置。 

　２項償還金及び還付加算金１目保険料還付金は１０万円。２目還付加算金は１万円。

いずれも前年同額でございます。 

　３項１目雑入６４万４,０００円は、健康診査に係る委託助成金で、９０名分を見込ん

でおります。 

　なお、資料ナンバー７３に歳入歳出に関するフロー図をつけておりますので、合わせ

て御覧いただきたいと思います。 

　以上で、議案第３２号終わりまして、続いて、議案第３３号に移ります。別冊の予算
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書となります。 

　議案第３３号令和６年度陸別町簡易水道事業会計予算について説明いたします。 

　まず、予算書１ページを御覧いただきたいと思います。 

　令和６年度から新たに地方公営企業法の財務適用になり、企業会計となる予算につい

て御説明させていただきます。 

　企業会計の予算作成につきましては、地方公営企業法施行令第１７条に掲げる項目に

つきまして、施行規則第４５条に定める様式により作成しております。 

　また、公営企業会計移行年度となるため、前年度との比較が掲載できないため、表示

されていないことを御理解いただきたいと思います。 

　１ページ、予算書の１ページでございますが、議案第３３号令和６年度陸別町簡易水

道事業会計予算、第１条は総則でございます。 

　第２条につきましては、業務の予定量ということで、業務の予定量は次のとおりとす

るとなっておりますが、これは今年度の事業の予定量を（１）から（３）まで、件数及

び水量を定めるものでございます。（４）につきましては、今年度の予定している主な

建設改良事業の工事費となります。 

　この第２条の給水戸数でございますが、令和４年度の調定件数を１２か月で割った数

字が１,０７５ということで出ております。（２）の年間総給水量、これにつきまして

は、令和４年度の調定の水量となっております。（３）１日平均給水量、こちらは

（２）の数値を３６５で割った量となっております。（４）につきましては、先ほど

言った主な事業ということで、トマム地区第２号幹線配水管支障移転工事３,２３６万

２,０００円となっております。 

　続きまして、第３条から第４条にかけて説明いたしますが、この企業会計の予算は、

３条予算と４条予算と二つに大きく分類されております。 

　第３条につきましては、収益的収支というものを定めております。簡易水道事業の業

務活動に伴い発生が予定される全ての収益と、それに対応する全ての費用を計上してお

ります。 

　予算書の１４ページ、事項別明細書になりますが、収入ということで１４ページに記

載しておりますが、これが予算書の１ページの収入欄と同じものを詳細に書いたもので

ございます。 

　それでは、収入の部、第３条の予算、１ページでございますが、明細の分かる１４

ページで説明させていただきたいと思います。１４ページ、収入の欄です。 

　第１項の営業収益は５,２９８万円となっております。これは簡易水道の使用料と新設

などの工事審査手数料の計上、この二つが合わさって営業収益となっております。 

　第２項、今度、営業外収益で１億６８２万１,０００円となっておりますが、この内訳

でございますが、１４ページの資料でございますが、まず、他会計補助金というものが

ございますが、これはまず総務省の操出基準に基づく基準内繰入金と、基準外の繰入
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金、その他、この繰入金になります。この二つが合わさったものでございます。他会計

補助金５,３８４万４,０００円。 

　先に、雑収益、説明いたします。 

　雑収益３５１万２,０００円のうち、他会計料金事務負担金１９１万９,０００円。こ

ちらはスマートメーター運営に係る費用及び水道の事務などの分で負担金ということ

で、他会計から一般会計なり、ほかの会計から入れていただくお金ということになりま

す。簡易水道会計でスマートメーターの費用などはまとめて一括して支払いするため

に、このようにそれぞれの会計が負担している受益の分を入れていただくことになりま

す。 

　その雑収益の下に国庫補助金という欄が、１４ページ４番目、あると思いますが、こ

ちらはスマートメーター導入に係る国庫補助金７７３万円になります。 

　続きまして、その二つ上の、長期前受金戻入というものでございますが、長期前受金

戻入は４,１７３万５,０００円でございますが、こちらは過去に整備された施設などの

固定資産の財源となった国庫補助金等が、これを毎年収益追加するものであり、こちら

は現金を伴わない収益でございます。こちらが４,１７３万５,０００円となります。 

　ちょっと戻りますが、予算書１ページのほうにまた戻っていただきたいと思います。 

　ただいまの説明で、第３条予算の収入の部、第１款１億５,９８０万１,０００円。こ

こまでの説明を今現在終わらせていただきました。 

　続いて、支出の部でございますが、まず、第１ページで説明いたしますが、営業費

用、こちら、１億４,７７８万９,０００円となっておりますが、こちら、事業活動に

伴って生じる費用で、人件費や施設の維持管理費、また減価償却費などが計上されてお

ります。 

　この減価償却費でございますが、過去に整備された施設などの固定資産について、料

金収入を得るためにどれだけ役立ったかを費用化したものであり、こちらは現金を伴わ

ない費用でございます。 

　予算書の、それではまた戻っていただきますが、１５ページを見ていただきたいと思

います。 

　先ほど言いました支出について、１５ページの上段、営業費用１億４,７７８万９,０

００円と計上しております。これが先ほど言った費用、施設を運営するための費用とな

り、次の１６ページには人件費等が記載されております。 

　１７ページ見ていただきたいのですが、１７ページの中段に、減価償却費７,７９５万

７,０００円、こちらを支出で計上しております。御存じのとおり、現金の支出の伴わな

いものでございますが、費用ということで計上する予算でなっております。 

　続きまして、営業外費用、１７ページ、説明したいと思います。 

　営業外費用で５３５万５,０００円。こちら、起債償還の利子や一時借入金の利子、消

費税などでございます。消費税につきましては、令和６年度に発生するものを計上しま
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すが、令和７年度に入ってから支払う額も一部含まれております。 

　続きまして、１７ページの下段、特別損失１４２万４,０００円。こちら、企業会計の

移行に伴い発生主義になるため、費用計上が変わりますので、こちら、令和６年６月支

給予定分の賞与のうち、対象期間となるものが令和５年１２月から令和６年３月分まで

でございますので、その部分の令和５年度分の特別会計でその部分が発生しております

ので、その部分を令和６年度で損失しているとみなし、計上するものでございます。こ

ちらも現金を伴わないものであります。 

　また、この令和５年度の特別会計に発生した消費税のうち、令和６年度に入ってから

納付する予定額も、企業会計では損失とみなして計上しております。 

　予備費、１７ページ下段。予備費については１００万円。こちらにつきましては１０

０万円の計上でございます。 

　以上で、簡易水道事業、もう１回１ページに戻っていただきますが、１ページの第３

条の支出合計１億５,５５６万８,０００円。１ページ中段のここの部分の説明を終わら

せていただきます。 

　続きまして、第４条の予算。１ページの予算でございますが、こちらの説明をしたい

と思います。 

　第４条では、資本的収支について定めておりますので、こちらの１ページでございま

すが、収入の部は外部からの収入のみが計上され、支出の部は、こちら、資本的収支と

いうことでございますので、簡易水道事業を継続して維持するための建設改良事業及び

起債の償還金を計上しております。 

　それでは、また戻っていただきます。１８ページに明細がありますので、もう一度、

御覧いただきたいと思います。 

　収入。 

　第１項企業債。こちら３,５２０万円の計上でございますが、建設改良やインフラ整備

に係る起債分となります。 

　第２項他会計補助金６,０７０万４,０００円。こちら、一般会計からの繰入金でござ

いますが、建設改良に伴うもの４,６１２万２,０００円。財政対策分１,４５８万２,０

００円。 

　第３項の国庫補助金７９２万５,０００円。こちらがスマートメーターの導入に係る補

助金です。先ほど説明しましたスマートメーターの補助金は導入の本体ではなく、運

営、システムに係る設置費などの補助金で、二つに分かれております。 

　続きまして、第４項、１８ページでございますが、その他資本的収入１,８０８万８,

０００円。こちらは移設補償費でございます。 

　以上で、資本的収入の合計が１億２,１９１万７,０００円となります。 

　続きまして、そのまま１８ページの予算書で、支出のほうも説明、先にさせていただ

きます。 
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　第１項の建設改良費は５,３６２万５,０００円。こちら、配水管の新設工事で２,１２

６万３,０００円。水道管支障移転工事で３,２３６万２,０００円でございます。 

　第２項企業債元金償還金８,３１５万３,０００円。これは起債の元金償還分となりま

す。 

　第３項の固定資産購入費２,０３６万１,０００円。こちらは水道メーターやスマート

メーター本体の購入となります。 

　第４項予備費については１００万円です。 

　これで資本的支出合計１億５,８１３万９,０００円となります。 

　予算書１ページにお戻りいただきたいと思います。 

　ただいまの説明で、３条と４条のそれぞれの収入と支出がここまでで終わっておりま

す。 

　この４条のほうでございますが、収支差引不足。４条の説明でただし書で書いてござ

いますが、収支の差引の不足が３,６２２万２,０００円発生します。収入が足りないと

いう形になります。これは当年度分の損益勘定留保資金で補塡することとします。 

　この損益勘定留保資金というのは、先ほど、説明させていただきました減価償却費な

ど、現金の支出を伴わない費用の計上がありますので、それは保留された資金となりま

すので、その部分のことでございます。 

　予算書２ページ、今度、移っていただきたいと思います。 

　予算書２ページでございますが、特例的収入及び支出。第４条の２。こちらは地方公

営企業法の施行令第４条第４項の規定により、当該事業年度に係る債権及び債務として

整理する未収金及び未払金の金額で、それぞれ、３３４万５,０００円と４９５万５,０

００円でございます。これは３月３１日までに入金とならないもの。当然、企業債以外

でございますが、それが３３４万５,０００円。未払金、これは３月３１日までに打ち切

り決算でございますので、その時点で支払を終えない令和５年度の特別会計の分が、支

払分が４９５万９,０００円ございます。 

　そのようなことになっておりますので、この条文自体は、今回、企業会計の移行の初

年度のため、特別会計から企業会計に移るということで設けております、今年度限りの

条文でございます。 

　続きまして、企業債。 

　第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

　簡易水道事業債１,８５０万円。過疎対策事業債１,８５０万円。公営企業適用債１８

０万円。 

　起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおりでございます。 

　続きまして、第６条、一時借入金。 

　一時借入金の限度額は５,０００万円と定める。 
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　続きまして、第７条。こちらは予算の支出の項目の中で流用できる範囲を定めておる

ものでございます。 

　第８条。第８条は、逆に流用できない費用として職員給与費１,０５７万２,０００円

を定めているものでございます。 

　第９条、他会計からの補助金でございますが、簡易水道事業運営のため、一般会計か

らこの会計へ繰り出す金額で１億１,４５４万８,０００円でございます。 

　予算書の３ページ及び４ページに、ただいま説明しました３条、４条の予算の集計し

たものがございます。 

　５ページは、御覧いただきたいと思いますが、キャッシュフロー計算書となります。

資金収支の状況を三つの活動区分で表しておりまして、５ページの資料でございます

が、現金の動きを把握するものでございます。これにより資金不足になっていないかな

どが把握できるものでございます。 

　区分、（１）から（３）までございます。業務活動、投資活動、財務活動による、そ

れぞれとなっております。 

　下段の３行目御覧いただきたいと思いますが、資金増加額１,３５４万８,０００円

は、令和６年度の預金等の増加予定の金額となっております。最終的に令和６年度の期

末の予定が２,５１８万７,０００円の現金があるという形になります。 

　６ページから９ページまでは、給与費明細書となっております。 

　１０ページは債務負担行為に関する調書及び起債の現在高見込みに関する調書でござ

います。 

　１１ページから１２ページ、予定開始貸借対照表及び予定貸借対照表が記載されてお

ります。こちら、固定資産台帳にて整理した全ての資産額がこれには反映されていま

す。 

　１１ページのこの予定開始は、６年４月１日時点の予定開始貸借対照表でございます

ので、現在、暫定値でございますので、打ち切り決算が確定した後に確定するもので、

あくまでも参考資料というふうに考えていただきたいと思います。 

　１３ページは注記事項でございます。 

　１４ページから１８ページにつきましては事項別明細書でございますが、説明は同時

にさせていただきましたので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

　以上で、議案第３３号の説明を終わり、続いて、議案第３４号に移りたいと思いま

す。 

　こちらも別冊の予算書となります。 

　議案第３４号令和６年度陸別町公共下水道事業会計予算について説明させていただき

ます。 

　なお、文言的に簡易水道事業会計と共通事項がありますので、その部分については簡

略に説明させていただきたいと思います。 
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　まず、１ページを御覧いただきたいと思います。 

　第１条、総則でございます。 

　第２条、業務の予定量。こちらは令和５年度の実績を基に今年度の事業予定量を定め

たものでございます。（４）では主要な建設改良事業として下水道汚水管渠新設工事２,

０９２万２,０００円を計上しております。 

　第３条、収益的及び収支を定めております。 

　第３条予算でございますが、収入の部、営業収益２,４６６万２,０００円。こちら、

下水道使用料と新設工事の審査手数料などでございます。 

　続いて、第２項営業外収益１億１,８４８万１,０００円。こちらは一般会計からの繰

出金などでございますが、総務省の繰出基準に基づく基準内繰入金と基準外の繰入金、

あと国庫補助金、長期前受金戻入がございます。 

　また、３条予算の財源に充てる企業債でございますが、４条の資本的収入に計上しな

いで、第３条予算のなお書きとして計上することになっているため、営業費用中、総務

費負担金の２１５万円の財源に充てるため、企業債１４０万円を借り入れるということ

になっております。 

　次に、支出の部では、先にちょっと１ページで説明させていただきます。 

　支出の部では、営業費用１億３,６６７万７,０００円。こちらが事業活動に伴って生

じる費用として、人件費や施設の維持管理費、また減価償却費などがあります。 

　第２項営業外費用４４０万６,０００円。こちらは起債償還利子、一時借入金利子、消

費税などとなります。消費税につきましては、先ほど申しましたが、令和６年度に発生

するものでございますが、令和７年度に入ってから支払うものも入れてございます。 

　続きまして、特別損失、第３項、７２万４,０００円。こちらが企業会計移行に伴い発

生主義による費用計上となることから、令和６年６月支給予定の賞与のうち、対象期間

が令和５年１２月から令和６年３月までの令和５年度に発生したものを計上するもので

ございます。その部分が令和６年度に損失しているものとみなして計上します。こちら

も現金を伴わないものでございます。 

　続きまして、予備費。予備費については５０万円計上しております。 

　以上で、費用の合計が１億４,２３０万７,０００円となります。 

　続きまして、第４条の資本的収支について定めております。 

　こちら、収入の部は外部からの収入のみが計上され、支出の部は公共下水道事業を継

続して維持するための建設改良事業費及び起債の償還金を計上しております。 

　収入の部でございますが、企業債２,０６０万円。建設改良費、インフラ整備となる起

債分でございます。 

　第２項の他会計補助金３,７０５万６,０００円は、一般会計からの繰入金でございま

して、建設改良分４２８万３,０００円、財政対策分３,２７７万３,０００円でございま

す。 
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　第３項負担金等１７万５,０００円。こちらは受益者分担金でございます。 

　以上で、資本的収入合計５,７８３万１,０００円となります。 

　次に、４条の支出のほうでございますが、第１項建設改良費２,２５７万２,０００円

は、先ほど、第２条の４号で説明しました下水道汚水管渠新設工事のほか、公共汚水桝

設置工事１６５万円分が含まれております。 

　第２項公営企業元金償還金５,４９７万３,０００円は、元金償還分でございます。 

　第３項固定資産購入費４万９,０００円は、管理用備品購入となります。 

　第４項予備費については５０万円となります。 

　それで、資本的支出合計７,８０９万４,０００円。こちらも１ページの第４条に書い

てございますが、収支差引の不足額が２,０２６万３,０００円発生します。こちらにつ

きましては、当年分の損益勘定留保資金の２,０２６万３,０００円で補塡するものとな

ります。 

　続きまして、予算書２ページ。 

　第４条の２、特例的収入及び支出。こちらは地方公営企業法の施行令の規則により、

３月３１日までに未収、未払が発生したものを計上するものでございます。未収につき

ましては１５５万７,０００円、未払については６３２万円が予定されておりますので、

この条文で規定するものでございます。 

　なお、これは今回の移行初年度に限りの条文でございます。 

　企業債。 

　第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

　下水道事業債１,０３０万円。過疎対策事業債１,０３０万円。公営事業適用債１４０

万円。起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおりでございます。 

　一時借入金。 

　第６条、一時借入金の限度額は、５,０００万円でございます。 

　第７条、こちらでは流用できる支出額の予算流用のできる範囲を定めております。 

　第８条では、流用できない費用として職員給与費５４６万７,０００円を定めているも

のでございます。 

　第９条、こちらのほうは他会計からの補助金ということで、下水道事業の運営のた

め、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は１億２４１万９,０００円と定めたもの

でございます。 

　予算書の３ページ及び４ページに、ただいま説明した３条、４条予算の集計したもの

が載せてございます。 

　５ページにつきましては、キャッシュフロー計算書となります。下段の３行目の

キャッシュフロー計算書５ページ、５３０万１,０００円。こちらが令和６年度で増える

金額ということで予定しているものでございます。 
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　６ページから９ページは、給与費明細書となります。 

　１０ページは債務負担行為に関する調書及び起債の現在高見込みに関する調書であり

ます。 

　１１ページから１２ページは、予定開始貸借対照表と予定貸借対照表の二つがござい

ます。 

　この１１ページの予定開始貸借対照表につきましては、あくまでも暫定値ということ

の金額になっております。 

　１３ページにつきましては、注記事項を記載しております。 

　１４ページから１８ページにつきましては、事項別明細書をつけてございますので、

後ほど御覧いただきたいと思います。 

　以上で、議案第２８号から第３４号までの説明を終わりたいと思います。 

　以後、御質問にお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（久保広幸君）　副町長におかれましては、大変御苦労様でありました。 

──────────────────────────────────── 

◎延会の議決 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　お諮りします。 

　本日の会議は、これで延会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保広幸君）　異議なしと認めます。 

　したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎延会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（久保広幸君）　本日は、これにて延会します。 

延会　午後　１時４８分　　 
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　以上、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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